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豊田市の森づくりについて

2022年6月30日
豊田市 産業部 森林課
森づくり担当 小山

第２回 都市自治体の森林施策に関する研究会

kenkyu05
スタンプ



●これからお話する内容

▪ 豊田市の森づくりのきっかけ

▪ 取組みの紹介

▪ 実績

▪ 課題

▪ 課題解決に向けた取組み

（地域振興、人材育成）

▪ 森林環境譲与税
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所属 主な業務

稲
武
町

建設課 （H14） 町道（設計・管理）

経済課 （H15~H16） 林政（森林整備・林道・治山）

豊
田
市

森林課 （H17~H26） 林務（補助金・普及啓発）・森づくり

地域支援課（H27~R01） 山村振興（移住定住、３セク支援）

森林課 （R02~ ） 森づくり全般

－私の経歴－

市町村合併

平成２５年林業普及指導員資格取得
平成２７年森林総合監理士（フォレスター）取得



－豊田市森林課の体制－(R4・2022年度)

森林課長

副主幹

副課長

＜保全活用担当＞（５名）
伐採届、林地保全、森づくり白書、施設管理、
木材利用、普及啓発、治山要望、庶務など

＜森づくり担当＞（７名）※会任１名を含む

集約化、間伐補助・委託、構想・計画、人材育成、
GIS、森林環境譲与税、市有林、研究調査など

＜林道担当＞（５名）
林道の整備・管理、災害復旧など

4

産業部（部長・室長）

林学専門職：３名



三河湾
浜松市

名古屋市

豊橋市

Ⅱ－①

行政区域 約９２,０００ha（県土の約18％）

森林面積 約６３,０００ha（市域の約70％）

人工林面積 約３５,０００ha（森林の約55％）

うちスギ・ヒノキの人工林約30,000ha

－豊田市の森林－

豊田市

森林面積
61,007ha

総面積
91,832ha

間伐遅れや放置された人工林 約２０,０００ｈａと推定（合併時）
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矢作川

森林課



（なぜ、山に手が入らなくなってしまったか？）

◇国産材の需要の変化による、価格の低迷

（木材自由化、外国産材の輸入増加、非木造
化）

◇産業構造の変化による、山村の過疎化、高齢化

（社会情勢、生活様式、燃料革命の変化）

－人工林の荒廃－

◇成立しない林業

◇林業の担い手不足・高齢化

放置されることで人工林が荒廃する時代!!

山では、食べていけない！

手入れしたくてもできない！
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東海豪雨（２０００．９．１１）
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稲武町月ケ平（中田和）地内

崩壊の源頭部には過密人工林!?

－豊田市の森づくりの原点－－
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－放置された人工林－
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豊田市中心地の堤防は決壊寸前！
豊田スタジアム豊田市駅

矢
作
川

上流の森林を健全にしないと、
下流の都市の安心・安全に影響

森林の公益的機能の回復を重視
11

－ 2000年 東海豪雨の教訓 －－



●新・１００年の森づくり構想 2018年～2038年

１００年先を見据えた森づくりの方向性および２０年間の基本的施策の考え方

●第3次森づくり基本計画 2018年～2028年

●豊田市森づくり条例 2007年４月施行

基本理念、市、森林所有者等の責務・役割などを明確したもの

－豊田市の取組み－

豊かな環境・資源・文化をはぐくむ森林
の保全及び創造並びに次世代への継承

最重点PJ

間伐推進プロジェクト 12



＜１次＞ ＜２次＞ ＜３次＞

天
然
林

人
工
林

針広
混交
移行
林

単
層
人
工
林

＜20年後の姿＞

ス
ギ・
ヒノ
キの
人工
林

天
然
林
等

天
然
林

(A)木材生産林

(A)木材生産林

（強度間伐）

(B)針広混交誘導林

(C)利用天然林

(D)保全天然林

50%

50%

50%

50%

森づくり条例

森づくり構想

５年後
2013年

10年後
2018年

15年後
2023年

20年後
2028年

2008年

森づくり基本計画

針広混交林化
（下層植生回復）
（スギ・ヒノキは大径木化）

公益的機能の高い林業経営林 人
工
林

天然林化

＜将来像＞

利用天然林

植生遷移林

植生保護林

50年後
2058年

100年後
2108年

管理
人工林

15%

過密
人工林

35%

65～75%

40～45%

－ 森林の整備目標 － 20年間で過密人工林一掃する

20,000ha

約
30,000

ha

20年間で
過密人工林を
一掃する！

10,000ha

20,000ha

33%
10,000ha

30,000ha

現状 ５年後 10年後 20年後

健全な人工林

過密人工林

50%
15,000ha

39%
11,620ha

100%
30,000ha

＜新・構想＞



・境界がわからない（山離れ）
・所有者の不在や高齢化
・森林情報の精度と鮮度に課題

森づくりの地盤は無い？

－間伐する前に必要なこと－

所有者の特定、境界確認、測量
森林調査、見積り、契約

山林の境界問題
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地域で森づくり
話し合いのテーブル
現在：113会議

地域でまとめて
効率よく間伐！
現在：627団地
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集落単位のメリット
既存コミュニティ―を活用
森林所有は、集落の人が大半



●団地間伐促進チーム（R04年度）

森林課職員 ５名

森林組合職員 ５名 計16名 （別に総括者２名）

団地化推進員 ８名 （森組所属）

→団地化推進員（市が人件費の８割（約20,000千円/年）を補助）

４チーム（4名/ﾁｰﾑ）× 約250ha/年を団地化＋ α
(市職員１名＋森林組合職員１名＋団地化推進員２名)

約１,１００ｈａ／年の団地化を実施中

－実行体制－

○森林組合と市はパートナ－！ ⇒互いを認め・補完し合う

○森づくり（団地化）は市の事業！⇒市の持つ情報の活用

○現場を重視した体制



市構想・基本計画への賛同
計画地域で集団的に森づくりを進めるための話合いのテーブル

－事前説明会・会議の設立へ－

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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市構想・基本計画への理解
公益的機能、手厚い支援や補助金の意味

－集落説明会－

団地化の必要性・メリット
（集約化施業だけじゃない）
境界は大丈夫？
管理は、所有者の責任
地域の山を良くしよう！

地域：森づくり会議の設立
山主：構成員として参加

間伐のチャンス！
団地策定・・・団地面積１haあたり1万円の交付金
切置き間伐・・・（間伐率４０％以上）で負担なし

デメリットなし、我々と汗をかくだけ



－森づくり会議へ団地の提案－

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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◇地籍図（年度版）◇
（地籍図閲覧システム）

※公図と同じもの打ち出し
※縮尺自由（Ａ３～Ａ１）

◇窓口オンライン◇
土地台帳閲覧

◇統合型GIS◇
空中写真
地形図 地番図
赤色立体地図

担当デスク

空中写真
地形図(1/2500)
地番図
公道 林業用路網
赤色立体地図

－所有界確認の資料作成－

◇登記事項要約書（公用申請）◇

転記

補完

携帯端末に入れ
現地で活用

市
森
林
Ｇ
Ｉ
Ｓ

市が効率的に作成



?

?

市統合型GIS豊田市（本庁） 愛知県森林GIS

豊田森林組合 森づくり会議

• 空中写真オルソ
• 共通地形図
• 地番図・課税台帳
• 国県道／市道

• 森林計画図
• 森林簿
• 赤色立体地図

• 間伐実績報告
• 測量データ
• 森のカルテ

• 森づくり会議設置届
• 構成員名簿
• 森づくり団地計画書

豊田市森林課

豊田市森林GIS

• 林道台帳
• 作業道台帳
• 市有林台帳

－豊田市森林管理システム－
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－豊田市森林管理システム－ （地番図に着色）



23

－豊田市森林管理システム－ （地番図に着色）
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－豊田市森林管理システム－ 赤色立体地図

R2年度から活用開始（県から借用）



－公図と比べながら境界を確認－

公図、地形図、森林計画図、航空写真、
赤色立体図などをフル活用します。

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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－決まったら、杭を打つ－（杭は支給）

市役所、森組も同行
しますが、
境界を決めるのは、
所有者さん同士です。

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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－コンパスで測量－（デジタル技術を活用した測量導入実証実験中）

市役所も森林組合と一緒に
現場で汗をかきます。

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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－森のカルテ（森林調査）－（レーザー解析検討中）

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成

28



－施業提案会－（所有者毎に施業計画を作成）

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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計画を元に様々な事業を活用して施業

森林経営計画
造林事業（搬出）

県税事業
（４０％）

矢作川水源基金事業
（自力ほか）

単市事業
（４０％）

事前説明会

会議の設立

団地の設置

杭入れ

森林調査等

提案会

施業

団地計画作成
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「森づくり会議・団地方式」の方向性

－森づくり団地計画書－（所有者毎）⇒森林経営計画にも移行可
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様々な
間伐メニューが
混ざるのが
豊田市集約化

・搬出間伐
・県税
・切置き（40％）
・切置き（30％）
・保安林
・自力

－森づくり団地計画図－



－●●地域森づくり会議－豊田市●●町（区域面積263ha)

H23

28.63ha
H20

11.94ha

H22

17.16ha

H2１
8.92ha

H24

33.08ha

H25

23.30ha

人工林面積 100ha

計画的に団地化して、地域の森林すべてを健全に！32



－●●団地－ 区域面積５０ha 人工林２８．６３ha

切置き間伐 19.54ha

利用間伐予定 8.71ha

放置人工林をどんどん取り込むのが
豊田市の団地化の特徴

放置されてきた人工林

管理されていた人工林
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団地化
H20 20団地 308ha
H21 48団地 782ha
H22 63団地 1,108ha
H23 57団地 1,166ha
H24 45団地 1,073ha
H25 56団地 1,230ha
H26 47団地 1,091ha
H27 42団地 1,054ha
H28 48団地 1,246ha
H29 48団地 1,098ha
H30 36団地 912ha
R01 44団地 1,062ha
R02 38団地 1,104ha
R03 35団地 1,100ha

合計 627団地 14,335ha

私有人工林
約27,000ha

－森づくり団地計画 推進状況－ 市内人工林の5割超
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豊田・小原・藤岡 足助 下山 旭 稲武
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－森づくり団地認定面積の推移－

1,000ha/年程度の実績
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切置き間伐

団地化の
推進とともに！

間伐の質は変わっている！

－合併以降の間伐実績の推移－

利用間伐

強度切置き間伐ha

切置き間伐
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－市費 団地化・森林整備の補助事業等－

■団地化に関する事業
森づくり推進組織育成交付金・・・・・約22,000千円(1100ha)
森づくり団地の人工林面積１haあたり1万円を地域森づくり
会議と森林組合にそれぞれ交付

森づくり担い手育成支援費補助金・・・約20,000千円(8名分)
緑のコーディネーター（団地化推進員）８名分の人件費の
８０％を補助

■間伐に関する事業（団地内）
間伐促進事業（市単独補助分）・・・・約90,000千円（切置き間伐220ha）
間伐率本数比40%以上等で実行経費の10/10を補助

矢作川水源基金（除間伐上乗せ分）・・約10,000千円（切置き間伐50ha）
間伐率本数比40%以上等での10/10を補助 ※自力間伐がメイン

水道水源林確保事業（市単独事業）・・約20,000千円（切置き間26ha）
矢作ダム湖畔を市費（水道基金）間伐

水源環境保全林事業（市単独事業）・・約26,400千円（切置き間伐60ha）
20年間協定林を市費で間伐
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■路網に関する事業（団地内）

間伐材搬出路網開設費補助金（作業道）・・約1,000千円（1,000ｍ）

矢作川水源基金（作業路）・・・・・・・・約18,000千円（1,800ｍ）

作業道（路）w=3.0mの開設費の97%を補助

間伐材搬出路網開設費補助金（搬出路）・・約25,000千円（25,000ｍ）

搬出路w=2.5mの開設に対して1,000円/ｍを補助

－団地化・森林整備の補助事業等－

■その他、あいち森と緑づくり人工林整備事業などの県事業、

国県の搬出補助事業、県林道補助事業などを総合的にフル活用！



第１段階（H20～H29年度） １次構想・１次２次計画
人工林の健全化を加速↑
・過密人工林対策（20,000ha）
・強度間伐（間伐率４０％）推進
・間伐累計14,788ha(市内人工林の55%)
・全域点検（航空写真解析）

第２・３段階（H30～H49年度） 新構想・３次計画～
・過密林対策（過密ステージ林分5,000ha）

過密ステージ→移行ステージ→健全ステージ
・全人工林健全化（移行ステージ林分12000ha)

移行ステージ →健全ステージ
・目標林型・ゾーニング開始
・全域点検（航空写真解析相当）

第４段階（H50~）
・強力間伐推進体制解除
・健全ステージ林分→成熟ステージ林分
※支援体制等は、その時代の状況で判断 このマップは、豊田市森づくり情報基盤整備業務（H27～H28）において、航空写真から市全域の森林を10×10mメッシュで分析した結果から、本数密度別にスギヒノキの人工林を表示したもの。

ステージ別面積

区 分 面 積 割 合

過密ステージ 5,000ha 20％

移行ステージ 12,000ha 50％

健全ステージ 10,000ha 30％

計 27,000ha 100％

凡例

過密ステージ 1,600本/ha以上

移行ステージ 1,000本/ha以上～1,600本/未満

健全ステージ 1,000本/未満

公有林等

豊田市の森林施策の考え方
～人工林の健全化へ～ 平成２９年度解析
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－健全化と団地化の実績－

約70％

約50％
13,235ha

%
ha

33％

27000
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■ 「森づくり会議・団地方式」の方向性

・団地のその先

・団地化できない場所

■人材育成・確保

・プランナーのレベルアップ

・新規就業者の確保

・森林作業員のレベルアップ

■その他

・森林認証、カーボンニュートラル

・森林寄付

・財源確保

－森づくりは順調に進んでいるように見えるが、課題も－



－「森づくり会議・団地方式」の方向性－

42

（１）人工林整備の持続

• 健全な人工林を維持するには、概ね１０年に１回の間伐が必要である。

• 財源や人材等を持続可能にする取組の構築が必要となる。

（２）森林所有者の森林離れ

• 森づくり団地計画の樹立により、所有林への意識が薄くなっている。

※特に団地化が完了した地域

• 世代交代した場合は、所有林を確認する機会すらない可能性がある。

（３）森づくり構想と団地計画の乖離

• 構想にある「針広混交林」を選択する実績はほとんどない。

• 補助メニューによる施策誘導ができていない。



－課題解決 取組－
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• 休眠状態或いは小康状態である森づくり会議に再

始動してもらい、地域づくりにも寄与する持続可能

な森づくりについて話し合う機会を設ける。

• 森林課の地区担当職員が、地域がやりたいこと、

森林課が応援できることを探り、支援策を検討す

る。

内容



モデル会議 １会議（R3）、４会議（R4） ※団地化完了会議

事業の狙い
・行政や森組だけでなく、地域全体で人工林維持管理に関与
・森林所有者の森林離れを食い止める
・構想に沿ったゾーニングの推進

地域からの
アウトプット
（事例）

・間伐を地域で実施（自伐型林業）
・森林の貸し出し、定住者の獲得
・新たな特用林産物の栽培による雇用機会の創出
・地域の魅力を再認識する自然観察会の開催
・森林サービス産業の起業、関係人口の拡大

ポイント

・市の構想、計画、施策を地域に理解してもらう
・話し合いは地域に任せ、地域の本音を引き出す
・先進事例や他部署の支援施策を紹介
・実施に対して市が支援できることを模索

モデル事業（R3～R4）

－課題解決 取組－
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－取組案－
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• モデル事業の状況を検証し、実際の取組として全

域に展開できるか検討する。

• 状況により、森づくり交付金を改正し、地域を支援

できるようにする。

• 地域づくりや森づくりに関心がある地域に声をかけ、

実施地域を徐々に広げていく。

今後の展開（R5～）



－その他（検討中の事項）－
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（１）森づくり会議・団地化が困難な地区への対応
• 簡易的な森づくり団地として水道水源特別地区（牛地）方式を実施している

が、１０年後に２回目の間伐をする際に、所有者の意思を再度確認する必要

があり、ハードルが生じる可能性がある。

• ⇒ 他の手法を検討中であるが、妙案がない。

（２）団地化が完了した森づくり会議の取扱い

• 会議内の団地化が完了した一部の会議は、解散を希望している。

• 解散後も効率的に森林整備が継続できる方法について検討する。

（３）施策と一致させた補助体系の確立

• 補助率を伐採本数でなく、構想のゾーニングに一致する施業内容であるかどうか

で判断する。

• 施策誘導に寄与する事例を支援する。



－人材育成・確保－ 新規就業者育成推進事業
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（１）目的

• 計画的な人工林の間伐や安定的な木材生産に資する持続性のある現場体制

を構築するために新規就労者の確保、育成、定着を図る。

（２）現状

• 国内の林業の長期低迷から林業の担い手不足や高齢化が進んでおり、

豊田森林組合の林業作業員は100～120名程度で推移していたが、

現在は100名を下回る。

• 市内人工林間伐の７割以上は豊田森林組合が担っており、

森林組合林業作業員体制が市森林施策に直結している。

• 賃金も製造業等と比べて安く、天候に左右される仕事にため収入が不安定なた

め就労希望者は少ない。

• 「緑の雇用」制度を活用し、森林作業員を確保しているが、定着率が４割程度

である。



－人材育成・確保－ 新規就業者育成推進事業

48

（４）豊田森林組合

• 令和２年度から森林作業員の中から、総合職現業職員（現場管理責任

者）を７名登用した。

• 従来の現場作業員採用（緑の雇用）に加えて、フォレストリーダー（現場管理

責任者）型の人材育成を目指した新たな採用を導入した。

• 新たな採用では県内農林高校新卒生を新規採用し、採用後直ぐに、岐阜森

林文化アカデミー等の林業大学校への就学派遣を行った。

(３名／年×１０年＝３０名)

（５）豊田市

• 新たな採用（新規就業者）の育成に掛かる経費（給与、学費など）の８割

を森林組合に補助する。（2,000万円／年）

• 緑の雇用研修修了生及び林大卒の新規就業者のフォローアップ研修を市が実

施する。（200万円／年）
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－森林環境譲与税 背景－

豊田市の森林施策 国県の森林施策

H6 水道保全基金積立開始

従来、森林整備全般に補助
（補助率、約60％）

H12 基金を活用した上流域の町村との
間伐事業開始

H17 上流域６町村と市町村合併

H19 森づくり基本条例・構想・計画

H20 団地化事業開始、切置き間伐の
所有者負担を原則廃止

H21 あいち森と緑づくり事業を
活用し、切置き間伐を加速化

H21 森林・林業再生プランが開始。
・搬出間伐中心補助体系

※豊田市は、
全国に先駆けて
独自の森林整備施策を
実施!！

H24 森林経営計画が開始。
・施業の集約化を図り、計画的な森林管理を推奨。

H30 森林経営管理制度が開始。
・適切に管理されない森林の集約化を行い自治体等

が森林経営を行う。

H31 森林環境譲与税が創設。
・森林経営管理制度等の施策に対する財源を確保。



・。

・豊田市は全国に先駆けて森林整備を実施

しているので、新規事業のみによる

森林環境譲与税の活用は難しい。

⇒豊田市の現状を踏まえた、

独自の活用方法を検討する必要がある！
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－森林環境譲与税 課題－
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－森林環境譲与税 活用方針－

・森林整備の安定化

・持続可能な森林整備に向けての
課題への投資（例：人材育成）

・森林環境譲与税を直接充てにくい
施策への一般財源の配分
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－森林環境譲与税 活用実績・譲与額－
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R01 R02 R03 R04 R05 R06～

年度別 実績・予定

森林整備 人材育成 普及啓発 木材利用

(億万円）



利用・切置きも団地化がすべて！

団地化・施業集約化

林業施策 森林施策

実行性の高い
森づくり団地計画

不健全な人工林を一掃
20年後（H50）には人工林要因の心配をなくす

地域・森林組合・市との共働

「地域森づくり会議」方式

間伐の強力な推進
所有者負担なし
間伐率４０％（本数比）以上
皆伐再造林禁止（２０年）

豊田市森林課

豊田森林組合

製材工場

豊田市役所本庁舎

可能なところは
利用間伐

川中の拠点

製材工場の誘致

木材需要の拡大・木育
公共建築物、非住宅

将来的には、人工林の全体量を減少

〇すくなくとも20年間は、1,200ha/年ペースで
安定的に間伐実施していくことが重要

森林施策は、森林環境税やあいち森と緑づくり税を中心に市構想・計画、団地化、団地計画策定、切置き間伐、担い手確保を実施。
林業施策は、造林事業、矢作川水源基金等を中心に、利用間伐の支援、皆伐再造林の検証、低コスト化、林業技術者支援を実施。

豊田市の森林施策の考え方 ～森づくりのこれまでとこれから～

第１段階（H20～H30）
市主体の森づくり
・条例・構想策定
・公益的機能回復重視施策

地盤づくりを確立↑
・地域森づくり会議方式
・強度間伐・針広混交林化の推進

人工林の健全化を加速↑
・間伐累計14,788ha(市内人工林の55%)

第２段階（H30～R10）
人工林の健全化を着実に推進→
新・森づくり構想の策定
・年間間伐量一定（1,200ha/年）
・人員体制適正化×人材確保
・会議方式で整備できない森林対策検討

森林保全のルールを確立↑
・大規模皆伐等の抑制

木材の循環利用を確立↑
・技術者育成×岐阜森林アカデミー
・製材工場稼働（H30.8）
・ウッディラー豊田

第３・４段階（R10～R20）
人工林の健全化が完遂→
ルールに基づいて森林が維持→
木材が循環利用が定着→
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